
 

 

電 力 供 給 契 約 書 
 
１ 契 約 件 名   （（単価契約）を除いた入札案件名） 
２ 需 要 場 所   電力供給に係る仕様書に示すとおり 
３ 契 約 単 価   別紙「契約単価」のとおり 
４ 本件電力の全てを再生可能エネルギー（再生可能エネルギー源（エネルギ

ー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有

効な利用の促進に関する法律第２条第３項に規定する再生可能エネルギー源

をいう。）を利用して得ることができるエネルギーをいう。）比率１００％電

気（京都市地球温暖化対策条例施行規則第４条に規定される再生可能エネル

ギー電気としての価値が付与された電気を含む。）で供給 
※ 該当するものを■とする。 

□ 適用 
□ 非適用 

５ 契 約 期 間   令和７年 ４月 １日 ０時から 
           令和８年 ３月３１日２４時まで 
６ 契約保証金   免 除 
 

京都市を発注者とし、供給者《 （契約業者名） 》を受注者として、上記

の需要場所に係る電力の供給について、別記条項により契約を締結する。 
なお、この契約を証するため、本書を２通作成し、当事者が記名押印のうえ、

各自１通を保管するものとする。 
 
令和  年  月  日 

 
発注者  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 番地 
   京 都 市 
   代表者 京都市長   松 井  孝 治  印 
 
受注者 
 
                        印 

 
 



 

（契約の目的） 
第１条 受注者は、仕様書その他の関係書面に基づき、発注者がこの契約書の頭書に記載

する需要場所の施設（以下「需要施設」という。）で使用する電力の需要に応じて電力を

供給し、発注者は、これに対価を支払うものとする。 
（権利義務の譲渡等） 
第２条 受注者は、この契約により生じる債権若しくは債務を第三者に譲渡し、若しくは

承継させ、又はその債権を担保に供してはならない。ただし、書面により発注者の承諾を

得た場合は、この限りでない。 
（契約電力） 
第３条 この契約における契約電力は、次の各号に掲げるところによる。 

(1) 契約電力（常時電力）         最大       キロワット 
(2) 契約電力（予備電力）         最大       キロワット 

（契約電力の変更等） 
第４条 発注者又は受注者は、需要施設で使用する電力の需要に応じて、前条第１項各号

に規定する契約電力を変更する必要があると認めるとき、又は電力供給に係る仕様書の特

記事項を原因とする契約電力を変更する必要がある場合は、発注者と受注者とが協議のう

え、これを変更することができる。 
２ 関西電力株式会社の「電気供給条件（特別高圧・高圧）」の「定義」の規定の高圧（た

だし、第３条の契約電力が 500 キロワット以上のものに限る）及び特別高圧に限り、発

注者が、前項の規定にかかわらず、契約電力の変更前に契約電力を超過して電力を使用し

た場合は、超過して使用した電力（以下「契約超過電力」という。）に係る対価を、契約

超過金として支払うものとする。ただし、受注者の当該契約超過金の請求に明白な瑕疵が

あるときは、この限りでない。なお、契約超過金の算定に当たっては、第３条の契約電力

を超過した日に適用されている関西電力株式会社の「電気供給条件（特別高圧・高圧）」

の「契約超過金」の規定に準じるものとする。 
３ 前項の契約超過電力は、当該月の最大需要電力（需要電力の最大値であって、３０分

最大需要電力計により計量される値をいう。以下同じ。）から契約電力を差し引いた電力

とする。 
４ 前各項に掲げるもののほか、契約電力の変更に伴い必要となる措置は、発注者と受注

者とが協議のうえ、これを定めるものとする。 
（使用電力量） 
第５条 発注者が需要施設において現に使用した電力量（以下「使用電力量」という。）は、

需要施設で使用する電力の需要に応じて、発注者が仕様書で示した、需要施設において使

用が見込まれる電力量（以下「予定使用電力量」という。）を上回り、又は下回ることが

できる。この場合、増減の多寡によらず発注者は受注者に対し補償を行うことはなく、ま

た、受注者は発注者に対し補償を求めることはできない。 



 

（計量及び検査） 
第６条 受注者は、発注者の最大需要電力及び使用電力量を、毎月１日の０時から当該月

の最終日の２４時までの間（以下「計量期間」という。）に、計量器に記録された値によ

り計量をし、その結果について発注者又は発注者が別に指定する発注者の職員による検査

を受けなければならない。 
２ 前項の検査は、計量期間の翌月の１日（以下「検針日」という。）に行うものとする。 
３ 検針日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日又は１月２日、１

月３日若しくは１２月２９日から１２月３１日まで（以下「閉庁日」という。）に当たる

ときは、前項の規定にかかわらず、これらの日の翌日に検査をするものとする。この場合

において、当該検査は、特段の事情がない限り、前項の検針日に行ったものとみなす。 
４ 検査の方法その他その実施のために必要な事項は、設置されている計量器の状況等に

応じて、発注者と受注者とが協議のうえ、取り決めるものとする。 
（電気料金の算定期間） 
第７条 電気の使用に対する代金（以下「電気料金」という。）の算定は、前条第１項に規

定する計量期間ごとに行うものとする。 
（電気料金の算定及び支払） 
第８条 受注者は、第６条第１項の規定による検査に合格したときは、検針日から３０日

以内に、適法な請求書をもって電気料金を請求することができる。 
２ 前項の電気料金は、次の(1)、(2)、(3)及び(4)の料金を合算した金額（当該金額に、１円

未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。）とする。 
(1) 使用電力料金（関西電力株式会社が定める基本料金（予備電力分も含む）、電力量料

金、力率割引及び割増し、燃料費調整額（令和６年１１月適用額分）及び市場価格

調整に相当するものを含む。ただし、第８条第２項第２号でいう再生可能エネルギ

ー発電促進賦課金及び同条同項第３号でいう燃料費調整額に相当するものは含まな

い。） 
別紙「契約単価」の電力量料金に当該計量期間の使用電力量を乗じて計算した金額 

(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金 
関西電力株式会社が定める当該計量期間の再生可能エネルギー発電促進賦課金単価

（供給区分に応じた単価）に当該計量期間の使用電力量を乗じて計算した金額 
(3) 燃料費調整額 

関西電力株式会社が定める当該計量期間の燃料費調整単価（供給区分に応じた単価）

から、関西電力株式会社が定める令和６年１１月適用の燃料費調整単価）を差引き、

したものに当該計量期間の使用電力量を乗じて計算した金額 
(4) 国等における電気料金の負担軽減策 

「電気・ガス料金支援」など名称のいかんを問わず、当該計量期間に適用可能なも

のは適用し当該施策により計算した金額 



 

３ 発注者は、第１項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から

起算して３０日以内（当該期間の末日が閉庁日に当たるときは、その翌日。以下「約定期

間」という。）に、これを支払うものとする。 
４ 発注者は、前項の規定による期限までに電気料金を支払わなかった場合は、当該未納

となった電気料金に、約定期間の満了日の翌日から支払をする日までの期間の日数に応じ

て、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第八条第一項の規定により財務大臣が定めた

率を乗じて計算した金額を、遅延利息金として支払うものとする。この場合において、遅

延利息金に１００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 
５ この条における支払日は、発注者が受注者の指定する金融機関に払込みをした日とす

る。 
（本件電力の全てを再生可能エネルギー比率１００％電気で供給を適用する場合） 
第８条の２ 受注者は、本件電力の全てを再生可能エネルギー比率１００％電気で供給を

適用に該当するときは、供給した電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率が１０

０％であることを確認できる資料を第８条第１項に規定する適法な請求書と同時又は４

半期ごとに書面で提出しなければならない。 
２ 前項の規定による書面の様式は次に掲げるものとする。 

 （参考様式）特定電源割当証明書 
３ 前項の規定による書面の様式及び第１項に定める資料の書面の提出時期については、

必要に応じ、発注者と受注者が協議のうえ、別途定めることができる。ただし、提出時

期については令和８年４月末日を超えることはできない。 
（その他の請求） 
第８条の３ 受注者は、第４条及び第８条に規定するもの以外、いかなる名称であるかを

問わず発注者に請求をすることはできない。ただし、法令の新設改正による場合は、発

注者と受注者とが協議のうえ、取り決めるものとする。 
（損害賠償の負担） 
第９条 受注者は、自己の責により電力供給の停止等により発注者に損害（第三者に及ぼ

した損害を含む。）を与えた場合は、その損害を賠償する責任を負うものとする。 
２ 第三者の行為により電力供給の停止等を生じた場合において発注者が当該第三者に損

害賠償請求をするときは、受注者は、発注者に協力するものとする。 
３ 第１項の規定による損害賠償の額は、発注者と受注者とが協議のうえ、これを定める

ものとする。 
（発注者の解除権、損害賠償及び違約金） 
第１０条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、その事由を受注者

に通告することにより契約を解除することができる。 
(1) 受注者が、正当な事由がなくて、この契約に基づく債務を、契約期間内に履行する

見込みがないと発注者が認めたとき又は履行しなかったとき。 



 

(2) 受注者又はその使用人等が、この契約の締結又は履行に関し、詐欺その他の不正な

行為をしたとき。 
(3) 受注者が発注者に対し、正当な事由がないにもかかわらず、契約の解除を申し出た

とき。 
(4) 受注者が発注者に対し、正当な事由がないにもかかわらず、第８条の２に規定する

書面を速やかに提出しないとき。 
(5) 受注者が本件電力の全てを再生可能エネルギー比率１００％電気で供給を適用する

場合で、再生可能エネルギー比率１００％の電気で供給ができなかったとき。 
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約条項に違反したとき。 

２ 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、発注者の指定する期

日までに、当該契約の解除があった日（前項第４号又は５号に該当する場合は、本件電力

の全てを再生可能エネルギー比率１００％電気で供給していることを発注者が確認でき

ない日の初日と読み替える。以下「解除日」という。）から当初契約期間の満了日までの

期間に対応する予定使用電力量を基にして第８条第２項の規定により計算して得た額（再

生可能エネルギー発電促進賦課金、燃料費調整額は当該契約の解除日に適用されている額

で計算する。国等における電気料金の負担軽減策は計算に含めない。）の１０分の１に相

当する金額を、違約金として、発注者に支払わなければならない。 
３ 第１項第４号又は５号に該当する場合で契約の解除を行わない場合は、本件電力の全

てを再生可能エネルギー比率１００％電気で供給していることを発注者が確認できない

日の初日から当初契約期間の満了日までの期間に対応する予定使用電力量を基にして第

８条第２項の規定により計算して得た額（再生可能エネルギー発電促進賦課金、燃料費調

整額は当該契約の解除日に適用されている額で計算する。国等における電気料金の負担軽

減策は計算に含めない。）の１０分の１に相当する金額を、違約金として、発注者に支払

わなければならない。 
第１１条 発注者は、前条第１項各号に掲げる場合のほか、契約期間内において必要があ

るときは、契約を解除することができる。 
２ 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。 
３ 前項の規定による損害賠償の額は、発注者と受注者とが協議のうえ、これを定めるも

のとする。 
（受注者の解除権） 
第１２条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反によってこの契約に基づく債務の

履行ができないときは、契約を解除することができる。 
２ 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において損害があるときは、その損

害の賠償を発注者に請求することができる。 
３ 前項の規定による損害賠償の額は、発注者と受注者とが協議のうえ、これを定めるも



 

のとする。 
（解除の効果） 
第１３条 この契約が解除された場合には、第１条に規定する債務は、消滅するものとす

る。 
２ 発注者は、契約の解除があった場合において払込みをしていない電気料金があるとき

は、遅滞なく受注者に当該電気料金を支払うものとする。 
（資料の提供） 
第１４条 受注者は、発注者が電力の使用及び電気料金に関する資料を必要とするときは、

その請求に応じて、これらの資料を提供するものとする。 
（守秘義務） 
第１５条 発注者及び受注者は、相手方の了解を得た場合を除き、この契約の履行に当た

り知り得た相手方の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。契約期間

の満了後においても、同様とする。 
２ 前項の規定は、法律、条例等により開示が義務付けられている場合で所定の手続によ

り開示するときは、適用しないものとする。 
（契約規程等の遵守） 
第１６条 受注者は、この契約の履行に当たっては、この契約書に定めるもののほか、京

都市契約事務規則規程その他関係法令（以下「関係法令」という。）の定めるところに従

わなければならない。 
２ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 
（管轄裁判所） 
第１７条 この契約により生じた権利義務に関する訴訟については、京都地方裁判所をも

って管轄裁判所とする。 
（補則） 
第１８条 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 
２ この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 
３ 契約書、仕様書、その他に関する規定の適用の優先順位は次のとおりとする。 

(1) 関係法令 
(2) 本契約書 
(3) 入札説明書等に関する質問回答書 
(4) 入札公告及び入札説明書 
(5) 仕様書 

（規定外の事項） 
第１９条 この契約書に定めのない事項は、京都市契約事務規則及び関係法令に定めるも

ののほか、発注者と受注者とが協議のうえ、これを定めるものとする。 



 

特 記 事 項 
 
（受注者の談合等の不正行為に係る発注者の解除権） 
第１条 発注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 

⑴ 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独占禁止法」と

いう。）第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のいず

れかに該当することとなったとき。 
ア 独占禁止法第４９条に規定する排除措置命令が確定したとき。 
イ 独占禁止法第６２条第１項に規定する納付命令が確定したとき。 

⑵ 刑法第９６条の６の罪について受注者（受注者が法人である場合にあっては、その

代表者又は代理人、使用人その他の従業者。次号において同じ。）に対する有罪の判決

が確定したとき。 
⑶ 刑法第１９８条の罪について受注者に対する有罪の判決が確定したとき。 

２ 発注者の解除に伴う履行部分の検査及び引渡し、前払金の返還その他の発注者が契約

を解除する場合（受注者の履行が完了するまでに発注者の都合により解除する場合を除

く。）の措置に係る本則の規定は、前項の契約の解除について準用する。 
（受注者の談合等の不正行為に係る損害の賠償） 
第２条 受注者がこの契約に関して前条第１項第１号のいずれかに該当したときは、発注

者が契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証

することを要することなく、受注者は、契約金額の１０分の２に相当する額を賠償金と

して発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、命令又は処分の対象

となる行為が、独占禁止法第２条第９項第３号に該当するときは、この限りでない。 
２ 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 
３ 第１項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているとき

は、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求

することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった

者は、連帯して支払わなければならない。 
４ 第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える

場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げ

るものではない。 
（受注者が暴力団員等であった場合の発注者の解除権） 
第３条 発注者は、この契約の履行期間中において、受注者（受注者が共同企業体である

ときは、その構成員のいずれかの者）が次の各号のいずれかに該当していたときは、契

約を解除することができる。 
 ⑴ 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定す 
  る暴力団密接関係者であるとき。 



 

 ⑵ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前号に 
  該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。 
 ⑶ 受注者が、第１号に該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契  
  約の相手方としていた場合（前号に該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対し

て当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。  
２ 受注者が前項各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにか

かわらず、受注者は、契約代金額の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指

定する期間内に支払わなければならない。 
３ 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 
４ 第１項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているとき

は、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求

することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった

者は、連帯して支払わなければならない。 
（不当介入の場合の報告書の提出等） 
第４条 受注者は、暴力団等による暴力、脅迫及びこれらに類する手段の行使を受けたと

き、又は暴力的手段の行使による要求を受けたときその他の不当な介入（以下「不当介

入」という。）があったときは、これを拒否するとともに、速やかに市長及び京都府警察

本部長に対して報告書を提出しなければならない。 
２ 受注者は、暴力団等による不当介入により被害を受けたときは、直ちに市長に対し報

告するとともに、速やかに所轄の警察署に対して被害届を提出しなければならない。 
３ 発注者及び受注者は、暴力団等による不当介入により契約の適正な履行が阻害される

おそれのあるときは、双方協議のうえ、履行期限を延期し、又は履行の内容を変更する

ことができる。 
（消費税等の率の変動に伴う契約金額の変更） 
第５条 消費税法の改正等によって消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の

率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減した

ものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に

変動が生じない場合は、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。 



 

（別紙） 
契 約 単 価 

 

期間（月） 
電 力 量 料 金 

（円／kWh） 

令和７年度 
４月～３月 

 
 

注 上記料金には、消費税及び地方消費税相当額を含む。 


